
第２４号議案 

   令和７年度大山崎町一般会計補正予算（第８号） 

 令和７年度大山崎町の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところに

よる。 

 （繰越明許費の補正） 

第１条  繰越明許費の追加は、「第１表 繰越明許費補正」による。 

 

  令和８年３月３１日 提 出 

大山崎町長 前川 光   





１　追　加

款 項 事 業 名 金 額

千円

２　総務費 ３　戸籍住民基本台帳費 4,818

８　土木費 ２　道路橋りょう費 町道側溝浚渫工事 1,000

８　土木費 ３　都市計画費 都市計画マスタープラン改訂業務 2,400

９　消防費 １　消防費 ハザードマップ更新事業 902

第１表　繰越明許費補正

住民基本台帳ネットワークシステム改修委託料
（CS機器更改事業）
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